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介護者支援のための新たな視座の考察
－ケアの論理を手がかりにして－

Considerations on a New Viewpoint for Carers’ Support: 
Based on a Logic of Care

森山　千賀子

Ⅰ　はじめに

　本研究の目的は，「ケアの論理」を手がかりに

して，介護者支援のための新たな視座を探究する

ことである。なお本稿では，「ケア」は「介護」

を包含する概念として認識し，ケアの社会化の底

流を探りながら，介護者支援の方向性を検討する。

　周知のように，介護（ケア）の社会化が叫ばれ

る中で介護保険制度が誕生し，早くも 10 数年が

経過している。この間の動向では，2006 年の介

護保険制度改正以降，「地域包括ケア」という用

語が登場し，2015 年以降には，本格的な地域包

括ケアの体制づくりが各自治体で始まろうとして

いる。また，2012（平成 24）年度の「地域包括

ケアシステム研究会の報告書」において，「介護

の社会化がさらに進展しても，介護者支援は不可

欠」であり，「介護者の位置づけと支援の考え方

を改めて整理し，具体的な取組の推進について十

分な議論を行うべき」1 と提言された。日本では，

家族等のインフォーマルな介護者への位置づけ

が，ようやく検討され始めようとしている。

　ケアの社会化は，一見すると家族関係からの解

放を意味すると思われるが，同時に家庭内「ケア」

に関わる道徳が社会的に普遍化する過程であると

も言える。これは､ ケアの社会化が，家族をケア

から解放する倫理と社会がケアを引き受ける倫理

があるからだと考えられる 2 。では何故，家族が

家族のケアをするのか，そして社会が人々のケア

を引き受けなければならないのか。そこには根源

的な意味があると思われる。

　「ケア」という言葉は多義的であり，日本では

心配・注意・世話・配慮・気遣い・関心などと訳

されている。また，「ケア」という言葉が日本に

導入されたのは，第二次大戦後にアメリカから

の「ケア物資」－ The Cooperative for American 

Remittance to Europe の頭文字 CARE －の提供

からである 3 。その後，1960 年代には「アフター

ケア」，「老人ケア」，1970 年代には「コミュニ

ティ・ケア」，「デイケア」などが図書や新聞など

で用いられたが，医療・看護・介護・福祉・心理・

教育・倫理・哲学などの多様な分野に広がったの

は，1980 年代以降のことである 4 。とりわけ，

少子高齢社会の問題，医療や看護の倫理的問題，

さらには子どもから高齢者までが抱えるさまざま

な課題などを背景に，介護保険制度が施行された

2000 年を挟んで学際的な議論にもなり，21 世紀

は「ケアの世紀」とも言われている 5 。

　加えて，「ケア」の意味は，ケネディ倫理研究

所の『バイオエシックス百科事典』によれば，古

代ローマの伝統においては，二つの対抗する意味

をもっていたと述べられている。一方は「気がか

り，心配，心の重荷」であり，他方は「他者に幸

福を与えること，献身，配慮」である。この対抗

する二つの意味の中核にはどのような意味があ

り，「ケア」にはどのような可能性があるのだろ

うか。

　本稿では，「ケア」が持ちうる意味や考え方を

整理するために，クーラの神話－ハイデガーのケ

ア論，メイヤロフの『ケアの本質』，ギリガンの
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「ケアの倫理－『もう一つの声』」について考察

する。その上で，「ケアの社会化」に向けての観

点から，介護者支援のための新たな視座について

検討する。

Ⅱ　クーラの神話－ハイデガーのケア論

　古代ローマの神話には，ゲーテ，キルケゴー

ル，ハイデガー等にも影響を与えた「クーラの神

話」がある 6 。英語の care とラテン語の cura は，

形は似ていても語源的には関係はないと言われる

が，語義そのものをみると，care と cura は重な

る部分が多いため，関係づけて考えることが歴史

的にも行われてきた 7 。以下が，Ｃｕｒａの神話

のあらすじである。ハイデガーは著書『存在と時

間』の第四十二節の中で，この女神クーラの神話

を引用している 8 。

＜クーラの神話＞

カツテくーら（気遣い）ハ川ヲ渡ルヤ，粘土ノ土

地ヲ見ツケタ。思イニフケリツツくーらハソノ一

塊ヲ取リアゲ，形ヅクリ始メタ。スデニ作リアゲ

テシマッタモノニ思イヲメグラシテイル間ニ，ゆ

ぴてる（収穫）ガヤッテ来タ。ゆぴてるニくーら

ハ，形ヲエタソノ一塊ノ粘土ニ精神を授ケテク

レ，ト願イ，ゆぴてるハヨロコンデソノ願イヲカ

ナエテヤッタ。トコロガ，ソノ像ニくーらガ自分

自身ノ名前ヲツケヨウトシタトキ，ゆぴてるハソ

レヲ禁ジテ，自分ノ名前コソソレニ与エラレルベ

キダ，ト言イハッタ。くーらトゆぴてるトガ名前

ノコトデ争ッテイル間ニ，てるす（大地）モマタ

立チアガッテ，自分ノ身体ノ一部ヲソノ像ニ提供

シタカラニハ，自分ノ名前ガソレニツケラレルベ

キダト望ンダ。彼ラハさとぅるぬす（時間）ニ裁

キヲアオギ，彼ハモットモダト思エル次ノヨウナ

裁キヲクダシタ。「ナンジゆぴてるヨ，ナンジハ

精神ヲ与エタユエ，コノ像ガ死ヌトキニハ精神ヲ

受ケ取リ，ナンジてるすヨ，ナンジハ身体ヲ授ケ

タユエ身体ヲ受ケ取ルベシ。ダガ，くーらハコノ

モノヲ最初ニ作リアゲタユエ，ソレガ生キテイル

間ハ，くーらガソレヲ所有スルガヨイ。トコロガ，

ソノ名前ニツイテナンジラガ争ッテイル以上，ソ

レハ明ラカニふーむす（地）カラ作ラレテイルノ

ダカラ，ほも（人間）ト名ヅケルガヨカロウ」。

出典：ハイデガー／原佑・渡邊二郎訳（2003）『存

在と時間Ⅱ』中公クラシックスＷ 29　164 － 5

頁

　ハイデガーは著書のなかで，「「くーらガ最初ニ

ソレヲ作リアゲタ」とは，人間というこの存在者

はおのれの存在の「根源」を気遣いのうちにもっ

ている」9 と述べている。つまり，ケアがはじめ

に人間を作ったのであるから，ケアによって人間

ははじめて人間となる。人間という存在の根底を

なすところのケアが，具体的な行為や心情に現れ

る場合には，人間はケアという根源的なあり方を

離れて存在できず，また，ケアによって人間は完

成されるのである。これがこの神話の語る人間に

とってのケアであると言うのである。

　ところで，ハイデガーは現象学の流れをくむ哲

学者であり，師はフッサールである。それ故に，

後期のフッサールが重視した「意識の志向性」の

コンセプトを『存在と時間』の中で全面展開した

とも考えられている 10 。『存在と時間』には「ゾ

ルゲ（Ｓｏｒｇｅ）」というキー概念がでてくる。

ドイツ語のゾルゲには，日常の心理的次元にある

「心配，不安，気がかり」と他者への「気遣い，

配慮，世話」という意味があり，『存在と時間』

の英訳では Care と訳されている。つまり，「ハ

イデガーが，クーラの神話を引用したのは，ゾル

ゲ（ケア）という概念を説明するための導入」11   

であったと考えられる。広井は「もっとも重要な

ことは，客観的な「世界」がまずあって「気遣い」

があるのではなく，「気遣い」によってこそ世界

は価値を与えられ「意味」をもつ」12  と指摘する。

「心配」であれ「気遣い」であれ，人間にとって

ケアは根源的ということが，この神話が意味する

事柄なのであろう。
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Ⅲ　メイヤロフの『ケアの本質』

　ミルトン・メイヤロフ（1924-1979）の原著書『On 

Caring』は，World Perspective Series の一冊（小

冊子）として出版された。このシリーズは，エー

リッヒ・フロム，ポール・ティリッヒ，鈴木大拙

などの有名人の寄稿で知られ，世界的に知られる

シリーズの一冊として世に出たことが，無名の彼

を一躍有名にしたと言われている 13 。しかし，

日本でミルトン・メイヤロフ（以下，メイヤロ

フ）が語られるようになったのは，翻訳書『ケア

の本質－生きることの意味』14 が 1987 年に刊行

された以降のことではないだろうか。多くの論者

がケアについて言及する際に用い，後述するキャ

ロル・ギリガンの『ケアの倫理』の翻訳書の方が

１年早い出版ではあるが，哲学的にケア概念をと

らえながらも平明な叙述で読者を呼び 15 ，また，

教育学の分野でのケアリング研究の第一人者であ

るノディングスにも影響を与えた書物である 16 。

　ここでは，メイヤロフの「ケアの本質」を以下

の 3 点から述べてみる。

1．他者の成長を助けることとしてのケア

　メイヤロフは，『ケアの本質－生きることの意

味』の「１序」において，以下のように述べている。

　「一人の人格をケアするとは，最も深い意味で，

その人が成長すること，自己実現することを助け

ることである。（中略）他の人々をケアすること

をとおして，他の人々に役立つことによって，ケ

アする人自身の生の真の意味を生きているのであ

る。この世界の中で，私たちが心を安んじていら

れるという意味において，この人は心を安んじて

生きているのである。それは支配したり，説明し

たり，評価しているからではなく，ケアし，かつ

ケアされているからなのである。」これが，本書

の主題である。「ケアされる人が治癒に，また自

己実現に向かうばかりではなく，ケアする人その

人も変化し，成長を遂げる」17 こと，すなわち，

相互信頼の関係，その関係性が Caring なのであ

ろう。

　また，メイヤロフは，「人々をケアすることの

ほかに，新構想（哲学的または芸術上の概念（ア

イデア），理想，ある共同社会をケアすることも

ある。この場合においても，他者が成長するのを

援助するという共通パターンがある」18 と述べて

いる。メイヤロフのケアの理論は，人以外の存在

も対象にする。それは，ケアという行為や活動が，

一人の人間の生涯の価値と諸活動を位置づける働

きをしていると考えているからである。

　ところで，メイヤロフの理論には，“ケアする

こと”と（後述する）“場の中にいる”という二

つの重要な概念がある。この二つの概念には本文

中に脚注がつけられている。それらをここで，記

しておきたい。

＊ケアという言葉を一般的に使えるようにするた

め，人をケアすることだけに用いることが明ら

かであるとき以外は，それ（it）をケアすると

書くことにする。翻訳書 19 頁

＊“場の中にいる（In-Place）”術語として用い

られており，以下にのべることに重要な役割を

になう。この語は，術語ではない普通の用語（In 

Place）と明確に区別できるように，ハイフン

を用いて使用することにする。翻訳書 116 頁

　上記の二つは，彼によれば，私たち自身の生を

自分たちがもっともよく理解するのに役立つ（お

おきなたすけとなる）概念である。

２．人をケアすることの特殊な側面

　－自分自身に対するケア

　メイヤロフは，人をケアすることの特殊な側面

の章（Ⅳ）において，「人をケアすること」を「他

の人をケアすること」と「自分自身をケアするこ

と」に分けて論じている。その中の節「20 自分

自身に対するケア」では，以下のように述べてい

る。

　「自分自身の中の成長しようという欲求にこた

えて，自分自身をケアすることもある。私は，い

わば自分自身の保護者となり，自分の人生に責任

をとるのである。自分自身に対するケアというこ
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とは，“ケアすること”という属（genus）の中の

種（species）の一つなのである。（中略）

　（第一に）自身をケアするためには，自分自身

を他者として感じとることができなくてはならな

い。それと同時に，私は自分自身から切り離され，

別個の存在となったものとしてではなく，私が自

分自身と一体となっているものと感じなくてはな

らない。

　第二に，自己へのケアは，自己以外の何物か，

あるいは誰かをケアする必要性があることも意味

している。《自己と離れた何物か，あるいは誰か

に役立つことによってはじめて，私は自己充足が

できるのである。もし私が自分以外の誰か，ある

いは何物かをケアできないのであれば，自己への

ケアもできないのである。》 19 

　メイヤロフによる「自己へのケア」は，「自己

と他者との関係性の中でのケア」として存在する

わけであるから，自分自身へのケアだけで完結す

ることはできない。つまり，「＜ケア＞という自

己他者関係への配慮」20 なのであろう。

3．場の中にいる

　－人生に意味を与える包括的ケア

　前述したが，「場の中にいる」はメイヤロフの

理論において重要な概念である。Ⅴ章 20 節「ケ

アは，私がこの世界で“場の中にいる”ことを可

能にする」（翻訳書 115 － 123 頁）には，次のよ

うに記されている。

・「場の中にいる」とは，自分にあわない場から

逃れ，無関心・無感覚となっている「場の外に

いる」こととは対照をなすものであり，ある場

が用意されているわけでもないし，一度は逃

れたもののまたその場に戻るようなものでもな

い。ある根本的に新しいことが，私たち生活の

中におこるのである。これはあたかも，ある人

が自らの生に対して全面的責任を負うと決心し

たとき，その人の生に変化が見られるのに似て

いる。

・「場の中にいる」ということは，空間的である

と同様に時間的でもある－これは現在が，時間

的であると同様に空間的なことであるのと似て

いる。

・ケアすることが，私が「場の中にいる」ことを

可能にするほど全面的・包括的なことであると

すれば，ケアは，私に特有の能力に根ざし，自

分に与えられた才能を十分に活用できなければ

ならない。活用されないのなら自分自身をケア

しなければならない。

・私のケアが，私が「場の中にいる」ことができ

るほど十分包括的ならば，ケアはお互いに調和

がとれ，矛盾があってはならない。

　つまり，「「場の中にいる」とは，私と補充関係

にある対象（Appropriate others）への私のケア

によって，全人格的に統合された生を生きるこ

と」 21 である。メイヤロフは，補充関係にある対

象をケアし場の中にいる時は，人は自律すると述

べる。「自律（Autonomy）ということは，私が自

己の生の意味を生きることである，と言い換えら

れる」22 ，「《“自分自身の生”を生きるためには，

私はケアすることと自分の生に対し責任をもつこ

とをとおして，私の生を自分のものとしなければ

ならない》 23 。」

　包括的ケアとは，対象へのケアを中心として生

活全体を統合することである。メイヤロフの理論

によれば，「ケアは他者の成長を助けると同時に，

本来の自己や自由の実現にも寄与する」24 ものな

のである。

Ⅳ．ケアの倫理－もうひとつの声

　メイヤロフの著書は，「ケアの哲学書」という

意味合いが強いが，キャロル・ギリガン（以下，

ギリガン）の『もうひとつの声－男女の道徳観の

ちがいと女性のアイデンティティ』25 は，「ケア

の倫理」という様式によって，ケアが着目される

きっかけになった著作である。原著書は 1982 年

に出版されたが，彼女の問題提起は，道徳発達理

論にとどまらず，倫理学，政治哲学，福祉政策，

市民社会論など，多岐にわたる分野で今もなお応
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用され続けている。また一方では，フェミニスト

たちから「ケア」の称揚が男女の性差を固定する

などの批判もあり，様々な論議が巻き起こった。

　ここでは，コールバーグとギリガンの思考モデ

ルから「ケアの倫理－もうひとつの声」について

検討する。

１．道徳発達理論の限界性

　ギリガンは，「正義に基づく思考」とは対照的

な性格を示す「ケアの倫理に基づく思考」につい

て論及し，この二つの思考を，「正義の倫理」（ethic 

of justice）と「ケアの倫理」(ethic of care) と名

付けた。彼女の研究のねらいは，師であるコール

バーグ（1927 － 1987）の「男性中心の道徳発達

理論」を乗り越えることであった。

　コールバーグは，1960 年頃から道徳性の発達

を段階的に捉え，彼の示す「三水準六段階モデル

理論」26 は，ギリガンによる簡略化モデルでは，

（１）前慣習的モデル：個人の要求にもとづいた

自己中心的な公平さの理解（第一段階，第二段階）

から，（２）慣習的モデル：社会的合意を共有し

た慣習のなかに固定された公平さの概念（第三段

階，第四段階）になり，ついには，（3）慣習的

モデル：同等性と相互作用の観点から，自由にく

みかえることのできる論理に立つ公平さの原理に

従った理解（第五段階，第六段階）に至り 27 ，

道徳性は最終的には，普遍的倫理的原則を志向す

る段階に進むとされる（表１参照）。そして，彼

の図式を女性に当てはめると，大半の女性は第二

か第三段階におさまってしまう。これに対してギ

リガンは，女性の道徳性が男性に比べて劣ってい

るのではなく，従来の人間一般の成長発達の理論

そのものに欠陥があり，人間一般という概念規定

には限界があると考えた。

　そこでよく知られている事例が，「重篤の病に

ある妻を助けるため，金のないハインツは薬を盗

みに入るべきか」という道徳的ジレンマの問題で

ある。以下がその内容である。

２．ハインツのジレンマ

　－ジェイクとエイミーの対応の違い 

　ハインツという男がおり，「自分は買う余裕が

ない薬を，妻の命を救うために盗むべきか否かを

考えている。」という問いを 11 歳の子どもたちに

提示して，どのような答え方をするかを聞くとい

う，コールバーグによる面接実験である。ジェイ

クという男の子は，命はお金よりも尊いからとい

う理由で盗むことを肯定する。その際，ジェイク

は法を単純に無視するわけではなく，法律の意義

を認めた上で，価値の高低を比較して高いものを

低いものより優先するという判断を「数学的な」

論理として正当化する。これに対し，エイミーと

いう女の子は，盗んではいけないけれど，妻を死

なせてもいけないとして戸惑い現した。その際の

戸惑いは，盗んではいけないとする理由は法が禁

じるからという形式的理由よりも，盗んだハイン

ツが刑務所に送られるなら妻の病気は一層重くな

るかもしれないという人間関係的・文脈的なもの

である。エイミーは世界を自立した人々からなる

というよりも関係性からなると捉え，規則のシス

テムによってよりは人間関係によって結びつけら

れていると考える。こうした関係性はしばしばジ

レンマを生むため，彼女は自分の考えについて問

いただされるとうろたえたり，混乱したりする。

そのことがジェイクに比べて「成熟していない」

と判断される理由ともなる。

・キャロル・ギリガン／岩男寿美子監訳『もうひ

とつの声』第 2 章　人間関係のイメージ　より

ギリガンによれば，コールバーグの理論をジェイ

クとエイミーに当てはめると，ジェイクは第三・

第四段階の混在した慣習的レベルであり，エイ

ミーは一段階低い前慣習的レベルと慣習的レベル

の中間段階にあることになる。つまり，どのよう

に違うのかと言えば，ジェイクは，法律の意義を

認めながらも財産と生命の価値を比較し，数学的

論理として生命の優先を正当化する。これに対し

てエイミーは，コールバーグの理論では法や道徳
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の概念を体系的に考えられず，論理的に構築でき

ないと判断される。しかし，ギリガンはエイミー

にとっての道徳的ジレンマは，「数学の問題では

なく人間に関する，時間を越えてひろがる人間関

係の物語」28 であると指摘する。エイミーは「だ

れかが，だれかを助けることのできるなにものか

をもっているのなら，それをその人たちに与えな

いことは正しくない」29  という信念をもち，妻

と夫との関係に配慮して，薬屋との関係を絶つよ

りも維持する方法をみつけることが，道徳的な問

題解決につながると考えているのである。

３．正義の倫理とケアの倫理

　表１は，コールバーグとギリガンの道徳性の発

達モデルの違いを表したものである。

　コールバーグによる道徳判断の発達は，自己中

心的な判断から社会的判断へ，そして最終的には

普遍的な判断へと発達し，このように進むことが

正しいという前提となっている。したがって「正

義の倫理」は，個人を他人から分離した独立の人

格として認める枠組みであるから，このモデルで

は，自分自身の問題と同時に，まわりの人間関係

を配慮する「ケアと責任」の観点は，自己中心的

で具体的で個別的な人間関係にこだわった未発達

な段階でしかないことになる。

　一方，ギリガンのモデルでは，発達の第 1 レベ

ルでは自己志向的であるが，発達が進むほど「自

己」と「他者」との関係性に配慮し，他者への責

任の意識が生まれる。さらに最終の第 3 レベルに

なると，配慮と責任は自己と他者の両者に向けら

れ，「傷つけないこと」が普遍的な道徳的行為と

なる。彼女の「ケア」の倫理とは，「他人のニー

ズに応え，他人の状況に埋没して行動すること」 30 

である。道徳性の発達理論を男性の一面的な論理

と考えれば，他人のニーズを受け止め，他人の世

話をする女性型の責任志向の論理は，自主独立的

な個人を基本とした「正義の倫理」と並んで「も

うひとつの声」として一般化すべきであり，「ケ

アの倫理」は初めから対人関係を前提とした感情

表 1　コールバーグとギリガンの道徳性の発達モデルの違い

ギリガンによるコールバーグモデル ギリガンの道徳性の発達モデル

・前慣習的レベル（第一段階・第二段階）

　個人の要求にもとづいた自己中心的な

公平さの理解

・慣習的レベル（第三段階・第四段階）

　社会的合意を共有した慣習のなかに固

定された公平さの概念

・後慣習的レベル（第五段階・第六段階）

　同等性と相互作用の観点から，自由に

くみかえることのできる論理に立つ公

平さの原理に従った理解

・レベル１　個人的生存への志向

　（自分の生存のために自分自身に配慮する）

・移行期１　利己主義から責任性へ

　（自己の欲求と，他者とのつながり－責任への志向との葛藤

が現れる）

・レベル２　自己犠牲としての善良さ

　（ステレオタイプの女性的善良さで世界を構成化し，自己犠

牲によって葛藤を解決する）

・移行期２　善良さから真実へ

　（他者に対してと同様自己に対しても責任を担うようにな

り，自分が持っている現実の要求に正直に直面する）

・レベル３　非暴力の道徳性

　（配慮と責任は自己と他者の両者に向けられ，傷つけないこ

とが道徳的選択の普遍的なガイドとなる）

＊コールバークモデル：キャロル・ギリガン / 岩男寿美子監訳（1986）43 頁
＊ギリガンモデル：山岸明子（1995）『道徳性の発達に関する実証的・理論的研究』風間書房 230 頁より作成
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に基づくものである。したがって，「もうひとつ

の声」は，テーマの違いからくる「異なる声」で

あり，性の違いによる「異なる声」という意味で

はないことを押さえておく必要がある。他者を思

いやるという感情に根ざした「ケア」という道徳

性，そして「誰一人として傷つけられるべきでは

ない」（非暴力）という「もうひとつの倫理」で

ある 31 。

４．ケアの倫理への批判

　「ケアの倫理」として語られる「もうひとつの

声」は，女性の声と密接に関係しているため，彼

女の「ケアの倫理」は，フェミニストたちから厳

しい批判を受けた。

　それらは，「ケアの視点」を持つことができる

のは，女性だけというような語りが，性別役割分

業のなかで，「ケア」を女性に限定する。また，

すぐれた女性の特質として，「ケア」を称揚する

ことが，性差別的な文化の文脈や男女間の力関係

のなかで，女性を下位にとどめる可能性があるこ

とへの危惧である。さらに，他者へのケアや責任

性を主張するあまりに，自己犠牲的なケアになら

ないかという批判である。

　ギリガンは，さまざまな反響や批判にも関わら

ず，1993 年の第２版の内容を改訂してはおらず，

序文のなかで「新しい会話のスタート」であると

述べている 32 。今もなお，多様な分野で応用さ

れているのは，「ケアの倫理」が女性の倫理では

なく社会的に求められる有用な「もうひとつの

声」として認識されているからではないだろうか。

Ⅴ．ケアの社会化

　－介護者支援のためのケア論への視座－

　日本では，介護保険制度が誕生する 1990 年代

半ば以降，「高齢社会をよくする会」などの市民

団体の運動に支えられ，「介護（ケア）の社会化」

が叫ばれてきた。また，倫理・哲学（市野川，広井），

社会学（上野，牧里）をはじめ多様な分野の論者

から「ケアの社会化」は語られてきた 33 。

　ここでは，これまで述べてきたケアの根源的意

味やケアの本質などから導きだされた見解を踏ま

えながら，N. フレイザーの「普遍的ケア提供者

モデル」，介護者の多様化とケア，倫理の二つの

関係性から，介護者支援のための新たな視座につ

いて検討する。

１．ジェンダーとケア

　－「普遍的ケア提供者モデル」

　ジェンダーとケアとの関係は，これまでの議論

では，女性の無償労働としてのケアワークの存在

が指摘されてきた 34 。しかし，ジェンダーの公

平性という観点から男女がともにケアを担うとい

う考え方が，新しいシチズンシップの構想として

展開されている。それは，ナンシー・フレーザー（以

下，フレーザー）による「普遍的ケア提供者モデ

ル」（Universal Caregiver Model）である 35 。

　上記のモデルは，日本おける右肩上がり時代の

「男性稼ぎ主モデル」（家庭内での女性のアンペ

イドワーク）でもなく，すべての市民が労働市場

に関与する「総稼ぎ手モデル」でもなく，国家（市

民社会）が家庭内のケアワークに対する社会的・

経済的評価を高めることを目指す「ケア提供者対

等モデル」でもなく，「男女のどちらもが稼ぎ手

であり市民としてケア提供者として関わる」とい

うものである。フレイザーは，ジェンダーの公平

という観点からこのモデルが最も望ましいと評価

している。

　本稿では，ケアの根源的意味やケアの本質につ

いて考察してきたわけであるが，クーラの神話で

は，「人間という存在の根底をなすところのケア

が，具体的な行為や心情に現れる場合には，人間

はケアという根源的なあり方を離れて存在できな

い」と解釈され，メイヤロフは，「ケアは他者の

成長を助けると同時に，本来の自己や自由の実現

にも寄与する」ことが，「ケアの本質」と指摘する。

さらに，ギリガンは，ケアの倫理は女性の倫理で

はなく「もうひとつの声」として提起する。そう

であるならば，これまでの社会通念が性的役割分
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業のもとで「女性によるケア」として語られてき

たことを改め，市民の誰もがケア提供者になると

いう，ケアの根源的なあり方に立ち戻ったと解釈

することができるのではないだろうか。同時に，

ケアを私的領域から社会化へと促す要因にもなる

と考えられる。

　また，誰もが日常的にケアに関わり，かつ社会

的にも経済的にも不利益にならない社会システム

は，誰もが包含される市民社会づくり，換言すれ

ば，新しいシチズンシップの構想であろう。つま

りは，これからの地域包括ケアが示す「ケア」の

ありようが，ケアする人もケアされる人も包含す

るものになるのかどうかが問われる課題ではない

かと考える。

２．介護者の多様化－身近な他者とのケア関係

　今日における日本の介護者の様相は，同居世帯

の中で男性介護者が全国平均でも３割を越えてい

る。また，後期高齢期の介護者（夫婦・兄弟姉妹・

親子－老障介護）も多く，「５世帯に 1 世帯は介

護者がいる」36 ことも明らかにされている。さら

に，単身者世帯が増えている中で，通い介護者，

遠距離介護者家族も増え，その形態も多様化して

いる。加えて，国際的な見地からみれば，ＥＵ

の介護者の定義では，介護者は「病弱・衰弱ある

いは傷病ゆえに支援する必要がある家族，パート

ナー，友人，あるいは隣人を介護する人。彼らが

提供する介護は無償である」37 とされ，「具体的

な他者の生 / 生命への配慮は，必ずしも性や血の

結びつきによらない配慮やケアの関係性」38 をつ

くり出していると考えられる。

　斎藤は，「近年，互いの生を支援し合うキンシッ

プ（kinship）は，グループホームや自助集団な

どにみられるように，家族という枠を越えてさま

ざまなかたちをとりはじめている」39 と述べてい

る。確かに，コミュニティサロンや介護者サロン

といったところには，要介護者も介護者も複数お

り，それぞれがケアされケアする関係でもあった

りする。介護者支援に引きつけて考えてみると，

家族という枠をこえ，小集団の顔の見える関係に

加え，多様な他者との関係によって，ケアしてい

る人がケアされケアする関係が生まれている。

　介護者の多様化に考慮した「ゆるやかな「帰

属」の場」40 とも考えられるコミュニティサロン

や介護者サロンなどの地域の居場所は，ケア論や

介護者支援にとって示唆的である。つまり，そこ

で出会った他者とのケア関係が，日常的なケア関

係による閉塞感や孤立感を防ぎ，ケアする人の複

数化・多様化にもつながるという見方も考えられ

る。メイヤロフのケアの本質にもあるように，ケ

アし，かつケアされるなかで人間は生きているの

である。それゆえに国家や企業社会がケアを引き

受けるだけではなく，身近な他者と場がケアを引

き受ける多様なケアのありようにも，注目する必

要があるのではないだろうか。

３．倫理の二つの関係性

　ケアは，人・構想・芸術などを含んだ他者との

関係性を問うているのであるが，一般的には「ケ

ア＝「人と人との」関係性」41 のあり方として問

われることが多い。その際には，ギリガンが指摘

しているような男性と女性，あるいは日本的な表

現で父性と母性といった形で人と人との関係を示

すことがある。男性・父性は正義や個人を尊重し，

女性・母性は，場への所属や関係といったことを

尊重する。

　表２は，臨床心理学者の河合隼雄が表した父性

原理と母性原理の表である。父性原理は「切る」・

「個」の独立，契約関係，個人責任などを大切に

し，母性原理は「包む」・「場の維持」・共生感・

場の責任などを大切にしている。河合の父性と母

性という表現は，性差を強調したものではない。

ギリガンが初版の翻訳書のまえがきに，「日本の

社会が相互依存を尊重し，「甘え」で動いている」 
42 と記しているように，アメリカは自立や個人の

権利に価値を置き，日本とは対照的であると指摘

している。したがって，正義の倫理とケアの倫理

と同様に，「切る」「包む」といった対比は他者と
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のかかわり方の違いを示していると解釈できる。

　一方，表３は広井良典が２つの社会／関係性の

あり方を示した表である。広井は，タイプ（１）

にケア（広義）を入れ，それぞれの社会は，その

風土や社会構造にあった人と人との関係性（＝ケ

アのあり方）を進化させてきたが，日本の社会は，

都市化や社会構造の変化に，ケア（人と人との関

係性）の進化が追いついておらず，タイプ（２）

の社会のもつ問題が非常に深刻化している。ま

た，通常はタイプ（２）をケアとみるが，タイプ

（１）も社会構造に応じて，広い意味での「ケア」

のあり方としてとらえたいと指摘する 43 。

　このような議論に関連して，少し強引ではあ

るが髙橋隆雄の「ケア的倫理の補完としての権

利」44 について検討したい。髙橋もギリガンの指

摘にあるように，アメリカと日本の思想風土の違

いを考慮し，ケア的傾向が強い国では「ケア的倫

理の補完としての権利概念」が要請されると指摘

する。その際に，バランスのとれた状態が「ケア

の本性」とするならば，権利による補完が必要と

なるとして，以下の 2 点をあげている。

表２　父性原理と母性原理

父性原理 母性原理

機　　能 切る 包む

目　　標 個人の確立 場への所属（おまかせ）

個人の成長 場の平衡状態の維持

人 間 観 個人差（能力差）の肯定 絶対的平等感

序　　列 機能的序列 一様序列制

人間関係 契約関係 一体感（共生感）

コミュニケーション 言語的 非言語的

変　　化 進歩による変化 再生による変化

責　　任 個人の責任 場の責任

長 指導者 調整役

時　　間 直線的 円環的

出典：河合隼雄（1992）『子どもと学校』岩波書店

表３　２つの社会／関係性のありかた

タイプ（１）（普遍的な）規範の独立性 タイプ（２）「関係」による調整

都市 農村

文明 文化

父性的 母性的

ケア（広義） ケア（狭義）

出典：広井良典（2005）『ケアのゆくえ　科学のゆくえ』岩波書店

１）逸脱したケア，好ましからざるケア（悪しき

ケアの類型：①感情や気分に依存されるケア，

②相手の自由を奪うような支配的ケア）が生じ

ないために，ケアの対象に権利を認める。

２）当事者間の「よき関係」の形成・維持を前提

としつつ，権利を有するものの間の対話による

合意形成。

　また，ケアということを広義にとらえ，個人間

のケア関係ではなく，「ヘルスケア」や「福祉」

のように，国家と個人の間にもケアが成り立つこ

と。そのための権利の内容は，以下のように区別

される。

　A　ケアされる権利：

　養育される・介護される権利，教育を受ける権

　利，医療を受ける権利，社会保障を受ける権利

　等
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　B　自律のための権利：

　自由（生命・身体・思想・信条・幸福追求にか

　んして）である権利，所有権，参政権等

　この A と B は，これまでの権利概念が，自由

権から社会権という流れであったこととは異な

り，ケア的倫理の補完としての権利は，社会権か

ら自由権へ，つまりは，感情や気まぐれによらず

適切にケアされることに関する権利が一番にあ

り，次に，支配的・束縛的ケアから解放され自律

することに関する権利が置かれる。

　さらに，良き関係の形成・維持のための自己評

価には，①姿勢・態度の不断の点検（対象に対す

る責任としての意味群）と②声なき声，沈黙の言

葉を聞く（対象に対する呼応としての意味群）

の 2 つがあり，自己評価をする場合の基準として

は，メイヤロフがケアの本質的要素としてあげた

ものが参考になるとしている。

＜メイヤロフのケアの本質的要素＞

１．知識（知ること）

２．リズムをかえること（種々の観点をもつ）

３．忍耐

４．正直（自分に正直－自分がしていることが他者の成長を助けているのか）

５．信頼

６．謙遜

７．希望

８．勇気

「「自己のケア」は，「自己と他者との関係性の中

でのケア」であり，ケアは他者の成長をたすけ，

自己の自由の実現にも寄与する」というのが，メ

イヤロフのケア論である。バランスのとれた状態

が「ケアの本性」とするならば，ケアの概念を広

くとらえ，権利による補完が求められ，そのよう

な意味において「ケア的倫理の補完としての権

利」は，介護者支援の視座として有用になると考

えられる。

　ちなみに，表４は英国を含む EU 諸国 23 か国

の介護者憲章草案である。また，日本の介護者支

援団体である日本ケアラー連盟 45 は，次頁の４

つを基本方針として掲げ，活動を行っている。

表４　＜イギリスを含む 23 カ国の介護者憲章草案（2006 年公表）＞

①介護者は，コミュニティケアにおいて中心的な役割を担うことから，その役割が承認されなければなら
ない。

②介護者は，情報の容易な入手をはじめ助言および訓練の機会に簡便に参加出来なければならない。

③介護者は，介護者になることと介護負担の程度について自由に選び取る権利を持たなければならない。

④介護者は，介護者としての役割を担うために経済的にはもとより実際的かつ情緒的な援助を必要とする。

⑤介護者は，介護から離れる機会を必要とする。このために，介護者と要介護者に相応しく，両者に歓迎
されるレスパイトケアの利用が必要である。

⑥介護者は，その健康を維持するために医療保障の権利を持つ。

⑦介護者は，社会に参加して社会的ネットワークを結ぶ権利を持たなければならない。

⑧介護者は，仕事と介護との両立を自発的に選択する権利を持つ。

⑨介護者は，老齢年金や労働災害などの社会保障に関わる諸権利を保障され，これによって介護に伴う社
会的な排除の危険を抱え込まないようにしなければならない。

出所：三富紀敬（2007）「< 論説 > 介護者支援の国際的な展開とイギリス位置」『静岡大学経済研究』136 頁
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＜日本ケアラー連盟による４つの基本方針＞

・介護される人，する人の両当事者がともに尊
重される。

・無理なく介護を続けることができる環境を醸
成・整備する。

・介護者の社会参加を保障し，学業や就業や社
交，地域での活動などが続けられるようにす
る。

・介護の経験と，人々の介護者への理解と配慮
がともに活かされる社会（地域）をつくる。

　「ケア的倫理の補完としての権利」については，

さらに熟慮する必要があると考えるが，介護者支

援団体の動向も視野に入れながら，検討して行く

ことも必要であろう。

Ⅵ　おわりに－結びにかえて

　「ケアの論理」を手がかりにして，介護者支援

のための視座を探究してきた。結びとまではいか

ないが，いくつかの点において示唆的であった。

それらは，①クーラの神話では，「人間はケアと

いう根源的なあり方を離れて存在しえない」とい

うこと。②メイヤロフのケアの本質では，「ケア

は他者の成長を助けると同時に，本来の自己や自

由の実現にも寄与する」，そして，「自己へのケア

は，ケアすることに属し，自己と他者との関係性

の中でのケアとして存在する」。③さらに，ギリ

ガンも指摘しているように，ケアの倫理は女性の

倫理ではなく「もうひとつの声」であり，男性・

父性は正義や個人を尊重し，女性・母性は場の所

属や関係といったことを尊重する他者との関わり

方の違いである。④ケアのあり方（＝人と人との

関係性）を広義にとらえるのなら，「ケア的倫理

の補完としての権利」－権利論として組みかえる

こと－も可能になる。⑤市民の誰もがケア提供者

になるという，ケアの根源的なあり方に立ち戻る

という解釈が，地域をベースにした市民社会の構

想，すなわち「地域包括ケア」の推進にどこまで

役立つのかといった課題などである。

　最後に，家庭内のケアを保育や介護サービスな

どで支援し「脱家族化」46 を目指してきた北欧型

福祉国家モデルと言われるスウェーデンにおい

て，1990 年代以降に家族介護者の存在を再認識

し介護者支援に積極的に乗りだしていったのは，

ケアを社会が引き受けたとしても介護役割を担う

介護者がおり，その存在を承認し，同時に自由に

選び取る権利を認めてきたからであろう。三富は

介護者の存在を社会的排除との関係で問い，「介

護者の「生活の質」を高めるならば，介護者が日

常生活上の援助を手がけながら自らの生活を享受

する自由も実際に確保される」と主張する 47 。

メイヤロフが「ケアは他者の成長を助けると同時

に，本来の自己や自由の実現にも寄与する」と述

べるように，人間にとってケアが根源的であるな

らば，より良いケアのために選び取る自由との関

係も検討しなければならないであろう。
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